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富士市公告第１８５号 

 

富士中央配水池の太陽光発電設備導入事業（ＰＰＡ）について、公募型プロポーザルに係る手

続開始に当たり、参加希望者の募集を行うので公告する。 

 

令和７年６月２日 

 

富士市長  小長井 義正 

 

記 

 

１ 業務概要 

⑴ 事業名称 富士中央配水池太陽光発電設備導入事業（ＰＰＡ） 

⑵ 事業内容 温室効果ガス排出を抑制するため、ＰＰＡにより、富士中央配水池への太陽光

発電設備等の導入、運転管理及び維持管理等を行うものである。事業及び募集の詳細につい

ては、３により交付する「富士中央配水池太陽光発電設備導入事業（ＰＰＡ）仕様書」及び

「富士中央配水池太陽光発電設備導入事業（ＰＰＡ）プロポーザル実施要領」のとおりとす

る。 

 

２ 参加資格 

⑴ 令和７年度富士市競争入札参加資格審査登録者であること。なお、優先交渉権者を特定す

る期日までに登録が完了していることを条件に、登録がある者とみなす。 

⑵ 単独の法人又は複数の法人によって構成された共同事業者（共同事業者を構成する法人

は、単独で応募することができない。また、他の応募している共同事業者の構成員となるこ

ともできない。）であること。なお、共同事業者の場合は、代表構成員を 1者選定するこ

と。 

⑶ 日本国内に本社又は営業所等の事業拠点を有し、専門技術者等の十分な業務遂行能力及び

適切な執行体制を有している法人であること。 

⑷ 企画提案書に基づく太陽光発電事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有す

ること。 

⑸ 本事業と類似するＰＰＡによる太陽光発電設備の事業履行実績（ＰＣＳ出力３０ｋＷ以上

かつ現在、稼働中の施設）として、令和２年４月１日以降において実績を有すること。 

⑹ 本事業を実施する体制の中に、以下の資格を有する者を含めること。 

ア 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）による一級建築士 

イ 第一種、第二種又は第三種電気主任技術者 

⑺ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

⑻ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始、民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）に基づく再生手続開始又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく

破産手続開始の申立てをしていない者及びこれらの申立てがなされていない者であること。 

⑼ プロポーザル参加表明書等の提出期限の日までに、「富士市工事請負契約等に係る指名停



- 2 - 

止等措置要領」又は「富士市物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停

止の措置を受けていない者であること。 

⑽ プロポーザル参加表明書等の提出期限の日において、建設業法（昭和 24年法律第 100

号）第 28条第３項又は同条第５項の規定による営業停止処分（富士市において当該案件に

応じた建設工事業の営業ができないものに限る。）を受けていないこと。 

⑾ 国税及び地方税を滞納していないこと。 

⑿ 次に掲げる要件のいずれにも該当しない者であること。 

ア 役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、

顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、

取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる

者をいう。以下同じ。）が暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日

から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）であると認められる者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められる者 

エ 役員等が直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認め

られる者 

オ 前各項目に規定するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有して

いると認められる者 

 

３ 公募型プロポーザル実施要領等の交付 

⑴ 交付期間 令和７年６月２日（月）から同月１８日（水）まで 

⑵ 交付書類 

ア 富士中央配水池太陽光発電設備導入事業（ＰＰＡ）プロポーザル実施要領 

イ 富士中央配水池太陽光発電設備導入事業（ＰＰＡ）プロポーザル様式集 

ウ 富士中央配水池太陽光発電設備導入事業（ＰＰＡ）仕様書 

⑶ 交付方法 富士市ウェブサイトからの入手を原則とする。 

  なお、富士市ウェブサイトの URLは、次による。 

  https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1030050000/p007706.html 

 

４ 本事業に係る質問の受付及び回答 

 本事業に係る質問及び回答については、下記のとおりとする。 

⑴ 受付期間 令和７年６月２日（月）から同月９日（月）まで（最終日は、午後３時までと

する。） 

⑵ 受付方法 質問書（様式第１号）に記入の上、電子メールで送付すること。 

 また、質問書を送信した場合は、担当課へ電話にてその旨連絡すること。 

 なお、電子メール以外での質問は一切受け付けないものとする。 

 メールアドレス ka-kankyousoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp 

 電話番号 ０５４５-５５-２９０１（直通） 
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⑶ 質問回答日 令和７年６月１３日（金） 

⑷ 回答方法 富士市ウェブサイトに掲載する。 

⑸ その他 質問に対する回答内容は、富士中央配水池太陽光発電設備導入事業（ＰＰＡ）プ

ロポーザル実施要領の追加又は修正として取り扱うものとする。 

 

５ 参加表明書及び参加資格確認書類の提出 

⑴ 提出期間 令和７年６月２日（月）から同月１８日（水）までの午前８時３０分から午後

５時１５分まで（最終日は、午後３時までとする。） 

⑵ 提出先 富士市役所環境部環境総務課（市庁舎 10階） 

⑶ 提出方法 持参（日曜日及び土曜日を除く。）又は郵送（提出期限までに必着のこと。） 

⑷ 提出書類 富士中央配水池太陽光発電設備導入事業（ＰＰＡ）プロポーザル実施要領によ

る。 

 

６ 参加資格審査結果の通知及び関連資料の配布 

プロポーザル参加表明書、会社概要書、類似業務実績表等で参加資格要件を満たすと認めた

参加表明者については、本プロポーザルの「参加資格者」である旨の結果を令和７年６月２０

日（金）に参加表明者全員に電子メールで「プロポーザル参加資格確認結果通知書」により通

知する。 

なお、参加資格があると認めた参加表明者には、電子データ（ＰＤＦデータ）にて、富士中

央配水池の参考資料（建築図面（設置範囲指定あり）、屋根荷重諸元表、電気設計図面、引込盤

単線結線図、推定消費電力に係る資料）を提供する。 

 

７ 手続日程 

⑴ 令和７年６月 ２日（月） 公告 

⑵ 令和７年６月 ９日（月） 質問書提出期限 

⑶ 令和７年６月１３日（金） 質問回答の公表 

⑷ 令和７年６月１８日（水） 参加表明書及び参加資格確認書類提出期限 

⑸ 令和７年６月２０日（金） 参加資格確認結果通知 

⑹ 令和７年７月１日（火）～令和７年７月７日（月） 現場確認 

⑺ 令和７年７月１８日（金） 企画提案書等提出期限 

⑻ 令和７年７月２５日（金） プレゼンテーション及びヒアリング 

⑼ 令和７年８月上旬～中旬  優先交渉権者の特定等結果通知 

⑽ 令和７年８月～９月    協定締結 

 

８ その他（留意事項） 

⑴ 参加表明書、見積書及び企画提案書の作成、提出、ヒアリング等に係る全ての費用は、参

加者の負担とする。 

⑵ 参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び企画提案書を無

効とする。 

⑶ 期限までに、参加表明書、見積書及び企画提案書が提出されない場合は、無効とする。 

⑷ 提出された書類等は返却しないものとする。 
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⑸ 公平を期するため、本公募型プロポーザルの評価者、参加者等についての質問は一切受け

付けない。 

⑹ 参加表明書及び企画提案書提出後において、記載された内容の変更を認めない。 

また、参加資格確認書類に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。 

⑺ 特定された企画提案書の内容は、原則として履行するものとする。ただし、本市と協議し、

変更することが妥当と認められる場合は、変更することができる。 

⑻ 本プロポーザルは、最も評価の高い企画提案書の提出者を特定することを目的に行うもの

であり、実際の契約手続は別に行う。 

⑼ 契約手続に当たり、最も評価の高い企画提案書の提出者の特定後に確定する正式な業務仕

様書に基づき、再度見積書を提出すること。 

なお、再度提出する見積書は、企画提案書とともに提出する。 

⑽ 詳細は、上記３により交付する「富士中央配水池太陽光発電設備導入事業（ＰＰＡ）プロ

ポーザル実施要領」に定めるとおりとする。 


